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令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置について（通知） 

 

令和５年３月 16 日付 R04-21000-01507 の監査結果に基づき、別紙のとおり措置

を講じたので通知します。 

 

 

 

 



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：地域振興部　交通政策課

【長崎国際航空貨物ターミナル　株式会社】

(1)

　航空貨物については、路線や機材が充
実している福岡空港への集約化が進む傾
向にありましたが、コロナ禍において、更
にこの傾向が加速し取扱量は年々減少し
ております。
　加えて、令和5年10月までは国際線が運
休となっていることから、早期に取扱量を
増やすことは非常に難しい状況にありま
す。
　今後、長崎空港24時間運用、IR誘致が
実現した場合、長崎空港の利用者の増加
並びに増便や機材の大型化、新規就航
路線の開設が想定され、国際貨物・国内
貨物とも増大することが期待されることか
ら、長崎県の産業振興の観点も踏まえ、
長崎県並びに関係機関とも連携しなが
ら、物流拡大に向けての調査研究を進め
てまいります。

(1)

　国内・県内の輸出入環境の変化、また、
航空貨物については、路線や機材が充実
している福岡空港への集約などがあり、
取扱量は年々減少しております。
　加えて、現時点では令和5年10月までは
国際線が運休となっていることから、早期
に取扱量を増やすということは非常に難し
い状況にあると考えております。
　今後、長崎空港においては運用時間の
延長、また、県内ではIRの誘致を目指して
おり、実現の際には、国際貨物の需要が
増える可能性も見込まれるため、その推
移を見定めながら、関係機関と連携して
具体的な取扱貨物の増加に繋げてまいり
ます。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

意　　見（団体）

　航空貨物取扱事業について

　当該団体の令和３年度航空貨物取
扱量は、新型コロナウイルス感染症の
影響に伴う国際線（長崎～上海線）の
運休や国内線航空機の小型化による
貨物取扱量の減少などにより5.0トン
（令和２年度：4.0トン）となっている。
　 早期の取扱量拡大は困難な状況に
あるものの、今後、国際線の運航やク
ルーズ船の県内寄港の再開、九州・長
崎ＩＲ区域整備計画の認定や長崎空港
の24時間化に向けた動きなど、事業環
境が改善する要素も見受けられるの
で、引き続き、県や関係機関と連携し
ながら、航空貨物取扱量の拡大に努め
られたい。

意　　見（主務課）

　航空貨物取扱事業について

　長崎国際航空貨物ターミナル（株）の
令和３年度航空貨物取扱量は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響に伴う国際
線（長崎～上海線）の運休や国内線航
空機の小型化による貨物取扱量の減
少などにより、5.0トン（令和２年度：4.0ト
ン）となっている。
　早期の取扱量拡大は困難な状況に
あるものの、今後、国際線の運航やク
ルーズ船の県内寄港の再開、九州・長
崎ＩＲ区域整備計画の認定や長崎空港
の24時間化に向けた動きなど、事業環
境が改善する要素も見受けられるの
で、引き続き、当該団体や関係機関と
連携しながら、航空貨物取扱量の拡大
に努められたい。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：文化観光国際部　文化振興・世界遺産課

【株式会社　乃村工藝社】

(1)

　引き続き、全数点検を計画的に進め、所
在の確認及び収蔵資料の適正な保存管
理に努めてまいります。

(2)

　発注枚数どおりのチケット納品がされて
いるか、納品時の枚数確認を徹底してま
いります。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（団体）

　収蔵資料の管理について（長崎歴史
文化博物館）

　長崎歴史文化博物館の収蔵資料に
ついて、全数点検が計画的に進められ
ているが、現在11点の所在が確認でき
ない状態となっているので、引き続き、
所在の確認及び収蔵資料の適正な保
存管理に努めること。

　企画展のチケットの管理について（長
崎歴史文化博物館）

　令和４年７月から８月に開催した企画
展のチケットについて、印刷納入時の
履行確認が未実施であったため、使用
枚数と残枚数の合計が発注枚数と一
致していないので、適正な会計処理を
行うこと。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：文化観光国際部　観光振興課

【一般社団法人　長崎県観光連盟】

(1)

　令和４年度一般社団法人長崎県観光連
盟運営費等補助金（運営費）については、
適切に納入通知書を発行し、納入期限ま
でに戻入されております。
　また、今回の不適切な事務処理は、全
額を概算払していたことに起因することか
ら、今後は概算払を複数回に分けてを行
うなど、できるだけ戻入が生じないよう努
めてまいります。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（主務課）

　補助金の戻入について

　令和３年度一般社団法人長崎県観
光連盟運営費等補助金（運営費）の戻
入について、変更交付決定日（令和４
年３月３１日）付の返納通知書を、納入
期限（４月１５日）の経過後（４月２０日）
に当該団体へ送付しており、また、当
該納入期限（４月１５日）が、長崎県財
務規則第27条第1項第5号の規定に基
づいた設定（４月１４日）となっていない
ので、適切な事務処理に努めること。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：県民生活環境部　県民生活環境課

【特定非営利活動法人　Fineネットワークながさき】

(1)

 　年度当初に締結する管理運営に関する
協定書第7条により、管理すべき物品につ
いては、物品管理簿に登記し団体に掲示
しておりますが、今回、故障のため使用で
きないオフセット印刷機を提示しておりま
した。事前に故障の有無や使用予定の有
無の確認を双方で十分に行い、適正な物
品管理簿を団体に掲示し、今後は、使用
見込みのない物品については、すみやか
に処分方法などを検討のうえ適切な処理
に努めてまいります。
　 なお、対象となった物品については、ご
指摘を受け、関係規程に基づき適正に処
分しております。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（主務課）

　備品の貸付について

　指定管理（令和３年４月～令和６年３
月）に際し、故障のため使用できないオ
フセット印刷機を貸与している。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：県民生活環境部　交通・地域安全課

【一般社団法人　長崎県安全運転管理協議会】

(1)

(1)

指摘事項（主務課）

　施設利用者数の目標値設定につい
て 　指定管理の実施にあたり、年度の目標

利用者数について団体（指定管理者）と
協議・調整を行っていなかったことから、
別々の目標値を設定していたため発生し
た案件です。
　令和５年度実施からは、積算基礎となる
数値が揃った時点で県が年間目標者数を
算出し、これを文書で団体（指定管理者）
に示すことで、目標値設定を統一すること
にしました。

　長崎交通公園の目標利用者数につ
いて、指定管理者と県主務課で別々の
目標値を設定している(指定管理者：
50,000人、県主務課：109,000人)が、目
標値設定に際して、事前に指定管理者
と調整・協議を行うこと。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（団体）

　施設利用者数の目標値設定につい
て

　
　指定管理の実施にあたり、年度の目標
利用者数について県と協議・調整を行っ
ていなかったことから、別々の目標値を設
定していたため発生した案件です。
　令和５年度実施からは、年度の事業計
画書に県から示される年間利用者数を目
標とする旨を記載し、これにより目標値設
定を統一することにしました。

　長崎交通公園の目標利用者数につ
いて、指定管理者と県主務課で別々の
目標値を設定している(指定管理者：
50,000人、県主務課：109,000人)が、目
標値設定に際して、事前に県主務課と
調整・協議を行うこと。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：福祉保健部こども政策局　こども家庭課

【一般社団法人　長崎県母子寡婦福祉連合会】

(1)

　事業の進捗状況の把握が十分でなかっ
たため、変更交付申請・決定の手続き及
び返納通知書の送付が遅れたものです。
　今後は同様の事案が発生しないよう、
適宜団体の事業進捗の状況を把握しな
がら、適切な額を支出いたします。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（主務課）

　補助金の戻入について

　令和３年度長崎県ひとり親家庭指導
者人材育成事業補助金の戻入につい
て、変更交付決定日（令和４年３月３１
日）付の返納通知書を、納入期限（４月
１４日）の経過後（４月２１日）に当該団
体へ送付しているので、適切な事務処
理に努めること。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：産業労働部　企業振興課

【公益財団法人　長崎県産業振興財団】

(1)

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（団体）

　特定資産に係る取扱要領について 　
当財団が保有する１１種類の特定資産の
それぞれについて、改めて、目的や積立
て方法等を精査するため、契約している
監査法人等の専門家へ相談を行いつつ、
県内外の他の財団法人の状況調査を実
施するとともに、九州・沖縄ブロックの産
業支援財団から現状、考え方や、要領の
制定方法に関する意見聴取を行うなど、
検討を重ねておりました。
　その調査結果を踏まえ、令和５年３月９
日に特定資産取扱要領を制定し、令和４
年度決算から適用するように整備を行い
ました。

　令和元年度の監査において、特定目
的のため預金等を積み立てる特定資
産に係る取扱要領の作成を検討する
よう指導したが、未だ作成されていない
ので、速やかに取扱要領を作成するこ
と。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：土木部　道路維持課（R5：都市政策課）

【一般社団法人　長崎県公園緑地協会】

(1)

　使用できない備品については、令和４年
９月15日に県に県有物品不用報告書を提
出し、県において処分されました。
　今後は使用できない状態になった備品
については、県と協議し、早急に不用報
告書を提出いたします。

(1)

　貸付物品の使用状況の確認不足により
発生した案件です。
　使用できない芝刈機、噴霧器について
は、令和４年９月15日に不用決定し、令和
５年３月24日に廃棄処分を行いました。
　貸付物品については、毎年物品管理簿
との点検・照合を行っているところです
が、今後は、使用可能か否かも併せて確
認します。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（団体）

　備品の管理について

　県北振興局建設部田平土木維持管
理事務所から貸与された芝刈機、噴霧
器について、故障のため使用できない
にもかかわらず、その対応について県
と協議していないので、基本協定書に
基づき、適正な物品管理を行うこと。

指摘事項（県北振
興局建設部田平
土木維持管理事
務所）

　備品の貸付について

　指定管理に際し、故障のため使用で
きない芝刈機、噴霧器を貸与してい
る。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：土木部　道路維持課（R5：都市政策課）

【長崎県公園緑地協会・八江グリーンポート共同体】

(1)

　使用できない備品については、令和４年
10月４日に県に県有物品不用報告書を提
出し、県において処分されました。
　今後は使用できない状態になった備品
については、県と協議し、早急に不用報
告書を提出いたします。

(1)

　貸付物品の使用状況の確認不足により
発生した案件です。
　使用できない芝刈機、草刈機について
は、令和４年11月24日に不用決定し、令
和５年３月３日に廃棄処分を行いました。
　貸付物品については、毎年物品管理簿
との点検・照合を行っているところです
が、今後は使用可能か否かも併せて確認
します。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（団体）

　備品の管理について

　島原振興局建設部管理課から貸与さ
れた芝刈機、草刈機について、故障の
ため使用できないにもかかわらず、そ
の対応について県と協議していないの
で、基本協定書に基づき、適正な物品
管理を行うこと。

指摘事項（島原振
興局建設部管理
課）

　備品の貸付について

　指定管理に際し、故障のため使用で
きない芝刈機、草刈機を貸与してい
る。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：土木部　用地課

【長崎県土地開発公社】

(1)

　令和２年度県に設置された解散検討会
議で、出資廃止（解散）に伴う課題等につ
いて検討を行っており、所管課（用地課）
と必要な協議を引き続き行ってまいりま
す。
　時津第10工区埋立地住宅用地について
は、令和６年度末頃から販売開始できる
よう必要な造成工事を進めます。
　また、大村臨海工業用地については、
毎年度依頼元である県に対し、早期一括
買い戻しの要請を行っています。令和４年
度も９月６日付け文書で要請したところで
す。今後も買戻し要請を行ってまいりま
す。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

意　　見（団体）

　当法人の事業完了及び解散・清算に
ついて
　当法人は、令和３年度に策定した「長
崎県土地開発公社経営改善計画（令
和４年度～令和７年度）」に基づき、令
和７年度末で事業を完了することとして
いるが、造成した住宅用地の販売促進
や大村臨海工業用地の県買戻し等の
課題があるので、県関係部局等とのよ
り一層の連携を図りながら、円滑な解
散・清算を進められたい。



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：交通局

【長崎県央バス　株式会社】

(1)

　固定資産台帳をはじめ、ご指摘いただ
いた内容につきましては、適切な修正を
行いました。
　今後は適切な処理に努めていきます。

(1)

　コロナ禍前までは、ほぼ毎年純利益を
計上し順調に推移していましたが、コロナ
禍の影響を受け令和２年度から累積欠損
金が生じるなど経営が悪化しています。そ
のため、令和４年度から独自路線として諫
早と長崎間の高速バスを運行するなど経
営改善を始めています。交通局と連携を
行い、アフターコロナに向けた対応を行い
ながら、累積欠損金の解消に努めていき
ます。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（団体）

　固定資産の会計処理について

　固定資産台帳において、中古乗合車
両5台分の取得価格を、当該団体の会
計処理方式に基づき税抜価格で処理
すべきところ税込価格で記載している。
　また、売却した貸切車両について、売
却価額と売却時簿価の差額を固定資
産売却損益として計上すべきところ売
却代金のみを雑収入として計上するな
ど、固定資産の会計処理が適切でない
事例が散見されるので、適正な処理を
行うこと。

意　　見（団体）

　経営状況について

　令和３年度の経営成績は、売上高が
7億637万円で、経常損失が1,767万
円、当期純損失が2,098万円となってお
り前年度に比べ561万円悪化し、累積
欠損金は3,533万円に膨らんでいる。こ
れは主に、独自運行事業のうち貸切事
業（臨時運輸収入）に係る売上がコロ
ナ禍前の水準まで回復していないこと
によるものである。
　現在、令和６年度からの長崎県交通
局への事業統合が検討されているが、
同局と連携しながら一層の収支改善に
努められたい。



 

 

 

                                      

崎組（暴排）第 39 号 

                                                 令和５年５月 29 日 

 

 長崎県監査委員  下田 芳之 様 

 長崎県監査委員  砺山 和仁 様 

 長崎県監査委員  近藤 智昭 様 

 長崎県監査委員  饗󠄀庭 敦子  様 

 

長崎県公安委員会委員長 瀬戸 牧子 

（ 公 印 省 略 ）  

 

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置について（通知） 

 

令和５年３月 16 日付 R04-21000-01507 の監査結果に基づき、別紙のとおり措置を講

じたので通知します。 

 

  

 

 

 

 

 

 



項　　　目 講　じ　た　措　置

所管部局：警察本部　会計課

【公益財団法人　長崎県暴力追放運動推進センター】

(1)
   暴力追放相談委員に対して相談した実
績を記録する資料を作成し、保管すること
といたします。

令和４年度財政援助団体等監査結果に係る措置

監　査　の　結　果

指摘事項（団体）

　補助金について

　長崎県暴力追放運動推進センター補
助金に係る暴力追放相談委員に対す
る謝金について、支払の根拠となる相
談回数の資料が作成されておらず、相
談回数の実績が確認できない。


